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１ 神奈川県県営上水道条例（昭和29年神奈川県条例第11号）新旧対照表 

新 旧 

（指定票の交付） （指定票の交付） 

第11条 管理者は、水道法第16条の２第１項の指

定又は同法第25条の３の２第１項の規定による

指定の更新をしたときは、当該指定を受けた者

（以下「指定給水装置工事事業者」という。）

又は指定の更新を受けた者に指定票を交付す

る。 

第11条 管理者は、水道法第16条の２第１項の指

定をしたときは、当該指定を受けた者（以下

「指定給水装置工事事業者」という。）に指定

票を交付する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（給水装置の基準違反等に対する措置） （給水装置の基準違反等に対する措置） 

第16条の２ 管理者は、水道水を使用しようとす

る者の給水装置が次の各号のいずれかに該当す

るときは、第７条第１項の規定による申込みを

拒むことができる。 

第16条の２ 管理者は、水道水を使用しようとす

る者の給水装置が次の各号のいずれかに該当す

るときは、第７条第１項の申込みを拒むことが

できる。 

(１) 構造及び材質が水道法施行令（昭和32年

政令第336号）第６条に規定する基準に適合し

ていないとき。 

(１) 構造及び材質が水道法施行令（昭和32年

政令第336号。以下「政令」という。）第５条

の基準に適合していないとき。 

(２) （略） (２) （略） 

  

（手数料） （手数料） 

第48条 管理者は次に掲げる手数料を徴収する。 第48条 管理者は次に掲げる手数料を徴収する。 

(１) 水道法第16条の２第１項の規定による給

水装置工事事業者の指定の申請手数料 １件

につき 10,000円 

(１) 水道法第16条の２第１項の給水装置工事

事業者の指定の申請手数料 １件につき 

10,000円 

(２) 水道法第25条の３の２第１項の規定によ

る指定給水装置工事事業者の指定の更新の申

請手数料 １件につき 10,000円 

（新規） 

(３) 第11条第２項の規定による指定票の再交

付の手数料 １件につき 2,500円 

(２) 第11条第２項の指定票の再交付手数料 

１件につき 2,500円 

(４) 第15条第１項の規定による工事（給水装

置の撤去工事を除く。）の設計の審査の手数

料 次の表の区分に応じ同表の金額の欄に掲

げる額 

(３) 第15条第１項の工事（給水装置の撤去工

事を除く。）の設計の審査手数料 次の表の

区分に応じ同表の金額の欄に掲げる額 

 （略） （略） 

(５) 第15条第３項の規定による工事（給水装

置の撤去工事を除く。）の検査の手数料 次

の表の区分に応じ同表の金額の欄に掲げる額 

(４) 第15条第３項の工事（給水装置の撤去工

事を除く。）の検査手数料 次の表の区分に

応じ同表の金額の欄に掲げる額 

 （略） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（給水の停止） （給水の停止） 

第50条 管理者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、使用者に対し、その理由の継続する

間、給水を停止する。ただし、管理者が特に必

要と認めるときは、この限りでない。 

第50条 管理者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、使用者に対し、その理由の継続する

間、給水を停止する。ただし、管理者が特に必

要と認めるときは、この限りでない。 

(１) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令

第６条に規定する基準に適合しなくなつたと

き。 

(１) 給水装置の構造及び材質が政令第５条の

基準に適合しなくなつたとき。 
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新 旧 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 第17条の工事費、第22条の処置に要した

費用、第36条の水道料金、第49条の分担金又

は次条の規定による検査等に要した費用を納

入期限までに納入しないとき。 

(３) 第17条の工事費、第22条の処置に要した

費用、第36条の水道料金、第49条の分担金又

は次条の措置に要した費用を納入期限までに

納入しないとき。 

(４) （略） (４) （略） 

(５) 使用者が正当な理由なく第26条の規定に

よる計量又は次条の規定による検査等を拒

み、又は妨げたとき。 

(５) 使用者が正当な理由なく第26条の計量又

は次条の検査等を拒み、又は妨げたとき。 

(６) （略） (６) （略） 
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